
平成２６年度 野辺地町財務書類の解説 
 

 野辺地町では、「新地方公会計制度に基づく財務書類４表」を作成しております。 

 これらの書類をそのままで理解するには、「複式簿記」（企業で行われている会計方式）

等の専門知識が必要ですので、一般的には難しい内容となっております。 

 そこで住民の方々にも当町の財政状況をわかりやすく情報開示していくため、これらの

財務書類について解説していきます。 

 

１．４つの財務書類 

 「新地方公会計制度」の財務書類は ①貸借対照表 ②行政コスト計算書 ③純資産変

動計算書 ④資金収支計算書 の４表から構成されます。 

   

①貸借対照表 

 貸借対照表とは、町の財政状態（資産保有状況と財源調達状況）を表す財務書類です。 

会計年度末における将来の世代に引継ぐ社会資本（土地、建物等）と債務（借金）返済

の財源等（現金預金、未収金等）からなる「資産」と、将来の世代の負担となる債務（借

金）である「負債」、さらにこれまでの世代の負担（公共施設等を整備した時にかかったお

金）及び国や県の負担（公共施設等を整備した時に国や県からもらった補助金等）である

「純資産」から構成されています。 

 下記表からわかるように、左側に「資産」、右側に「負債」と「純資産」の額が記載され、

左右が必ず一致することとなっています。このことから貸借対照表は「バランスシート」

とも呼ばれています。 

 

 

 

 

資 産 

負 債 

 

 

  

○将来の世代に引継ぐものや 

今後の借金返済の源となる 

もの 

・公共施設 ・道路 

・現金預金 

・将来売却できる可能性のあ 

る土地や建物等 

○将来の世代の負担 

・公共施設や道路を作った時 

に借りたお金（町債） 

○これまでの世代の負担 

・公共施設や道路を作った時に 

使用された借金以外のお金 

（国や県からの補助金を含 

む） 

純 資 産 



②行政コスト計算書 

 行政コスト計算書とは、１年間の行政サービス（資産を形成したものを除く）を提供す

る上で発生した費用を表す財務書類です。これは企業でいう「損益計算書」にあたるもの

です。 

 その年度の、人にかかるコスト（職員の人件費等）や物にかかるコスト（公共施設の光

熱水費や燃料費等）ごみの収集や福祉サービスに係る支出から、その行政サービス提供に

よる使用料や手数料等（住民票発行時の手数料等）の収入を差し引いたものが純粋な行政

コスト（純経常行政コスト）となります。 

 

経 常 行 政 コ ス ト  －   経 常 収 益   ＝  純 経 常 行 政 コ ス ト 

（人や物にかかるコスト等） （使用料や手数料等） 

 

③純資産変動計算書 

 純資産変動計算書とは、貸借対照表上の純資産が１年間でどのように変動したのかを表

す財務書類です。 

 この純資産額が減少となる主な要因は、②の行政コスト計算書で算定された純経常行政

コストによる減少です（この純経常行政コストの額が大きければ大きいほど純資産額の減

少額も増加します）。純資産額を増加させる主な要因は、税収の増加や国・県からの補助金

等の増加です。 

 

④資金収支計算書 

 資金収支計算書とは、１年間の現金の流れを「経常的収支」「公共資産整備収支」「投資・

財務的収支」の３つに区分し、町がどのような活動にどれくらいの資金を使ったかを表す

財務書類です。 

 「経常的収支」に分類されるものは、人件費や光熱水費といった経常的に支出されるも

のや、町税や地方交付税等の経常的に収入されるものがこれに分類されます。 

 「公共資産整備収支」に分類されるものは、公共施設の建設や道路の整備に係る支出や

公共資産整備に伴う国や県からの補助金、町の借金である町債での収入がこれに分類され

ます。 

 「投資・財務的収支」に分類されるものは、公債費の支払い（町の借金の返済）のため

の支出や基金積立（町の貯金）のための支出、公共資産等を売却した際に発生する収入が

これに分類されます。 

 

 

 

  



２．財務書類作成の範囲 

 野辺地町には、一般会計のほかに、国民健康保険事業会計や水道事業会計等のさまざま

な特別会計があります。このほかにも、一部事務組合や地方三公社に負担金を支出してお

り、これらの団体すべてを含んで財務書類を作成しなければ町の財務状況を一体的に把握

することにはなりません。 

野辺地町で財務状況を一体的に把握するためには、下記の図のようにならなければなり

ません。この財務状況を一体的に把握する対象範囲のことを連結対象範囲といいます。 

 

 

野辺地町の連結対象範囲 

野辺地町の全会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通会計 

・一般会計 

 

 

 公営事業会計 

・水道事業特別会計 

・下水道事業特別会計 

・介護サービス事業特別会計 

・国民健康保険事業特別会計 

・後期高齢者医療特別会計 

・介護保険事業特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部事務組合・広域連合 

・北部上北広域事務組合 

・上北地方教育・福祉事務組合 

・下北地域広域行政事務組合 

・青森県後期高齢者医療広域連合 

・青森県市町村総合事務組合 

・青森県市町村職員退職手当組合 

 

 

 

地方三公社 

・野辺地町土地開発公社 

※財産区会計は対象外 



３．普通会計財務書類の分析 

 まず、野辺地町の普通会計の財務書類について解説していきたいと思います。 

 

①貸借対照表 

                            単位：千円 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部） （負債の部） 

１．公共資産 １．固定負債 

(1)有形固定資産 13,842,960 (1)地方債 5,509,129 

(2)売却可能資産 274,798 (2)長期未払金 0 

公共資産合計 14,117,758 (3)退職手当引当金 1,493,793 

２．投資等 (4)損失補償等引当金 0 

(1)投資及び出資金 398,395 固定負債合計 7,002,922 

(2)貸付金 0 ２．流動負債 

(3)基金等 429,332 (1)翌年度償還予定地方債 407,936 

(4)長期延滞債権 108,700 (2)短期借入金 0 

(5)回収不能見込額 △46,367 (3)未払金 0 

投資等合計 890,060 (4)翌年度支払予定退職手当 0 

３．流動資産 (5)賞与引当金 61,557 

(1)現金預金 585,827 流動負債合計 469,493 

 ①財政調整基金 489,908 負債合計 7,472,415 

 ②減債基金 30,775 （純資産の部） 

 ③歳計現金 65,144 1.公共資産等整備国県補助金等 3,069,187 

(2)未収金 11,494 2.公共資産等整備一般財源等 9,854,204 

 ①地方税 16,309 3.その他一般財源等 △4,907,447 

 ②その他 4,529 4.資産評価差額 116,780 

 ③回収不能見込 △9,344 純資産合計 8,132,724 

流動資産合計 597,321  

資産合計 15,605,139 負債・純資産合計 15,605,139 

 

左側の資産合計を見ると 15,605,139千円となっており、町民一人あたりの資産は約 1,108

千円です。一方、右側の負債の合計を見ると 7,472,415千円となっており、この額は他人

からの借入れ（借金）や将来、支払わなければならない義務のあるもので、将来の世代の

負担となるものです。 

純資産の合計を見ると 8,132,724千円となっており、これは過去から現在に渡ってつく

りだされたものです。  



②行政コスト計算書 

（単位：千円） 

【経常行政コスト】 

科 目 金 額 

 人件費 833,384 

 退職手当引当金繰入等 37,603 

 賞与引当金繰入額 61,557 

 物件費 778,936 

 維持補修費 98,767 

 減価償却費 586,713 

 社会保障給付 991,787 

 補助金等 1,414,130 

 他会計等への支出額 616,054 

 他団体への公共資産整備補助金等 26,435 

 支払利息 56,237 

 回収不能見込計上額 5,509 

 その他行政コスト 0 

経常行政コスト合計 5,507,112 

【経常収益】  

科 目 金 額 

 使用料・手数料 53,833 

 分担金・負担金・寄附金 140,351 

経常収益合計 194,184 

（差引）純経常行政コスト 5,312,928 

 

 行政コスト計算書では、企業の損益計算書に該当するものであり、1年間の行政サービ

スを提供するにあたり、どのような性質の経費が用いられたか、またその行政サービス

提供に対する使用料、手数料等の受益者負担がどの程度あったのかを把握することがで

きるものです。 

 割合をみると、補助金等が 1,414,130千円と多額となっています。この要因は一部事

務組合の負担金が主な要因となっており、その中でも多額となっているものは、北部上

北広域事務組合の負担金（1,112,901千円）、下北地域広域行政事務組合への負担金

（127,970千円）となっております。 

  



③純資産変動計算書 

（単位：千円） 

 
純資産 

合計 

公共資産等 

整備国県 

補助金等 

公共資産等整備

一般財源等 

その他 

一般財源等 

資産評価 

差額 

期首純資産 

残高 
10,020,190 3,532,452 11,244,694 △4,868,096 111,140 

純経常 

行政コスト 
△5,312,928   △5,312,928  

一般財源 3,788,220   3,788,220  

補助金等受入 1,369,316 64,218  1,305,098  

臨時損益 △1,737,714   △1,737,714  

科目振替  △527,483 △1,390,490 1,917,973  

資産評価替え 

による変動額 
5,632    5,632 

その他 8    8 

期末純資産 

残高 
8,132,724 3,069,187 9,854,204 △4,907,447 116,780 

 

純資産変動計算書では、行政コスト計算書で算出された純経常コストを、どのくらい 

の一般財源（主に地方税や地方交付税）や国、県からの補助金で賄ったか、またどのよ

うな臨時的な資産の増減があったかを示します。最終的にその年度に収入した一般財源

の余剰をどのくらい純資産として残すことができたか、あるいはどのくらい過去からの

蓄積を使ってしまったのかを把握することができます。 

 期首の純資産残高が 10,020,190千円で期末の純資産残高が 8,132,724千円であるため、

1,887,466千円過去からの蓄積を使ってしまったことになります。 

 純経常コストの△5,312,928千円に対して、一般財源と補助金等受入の合計額は

5,157,536千円であるため、コストに対して収入が 155,392千円不足していたことがわか

ります。 

 なお、臨時損益の△1,737,714千円は、公立野辺地病院に対しての投資にて損失が発生 

していることによるものです。 

 



④資金収支計算書 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

１．経常的収支の部 ３．投資・財務的収支の部 

人件費 1,065,242 投資及び出資金 161,513 

物件費 778,936 貸付金 500 

社会保障給付 991,787 基金積立額 206,214 

補助金等 1,414,130 定額運用基金への繰出支出 0 

支払利息 56,237 他会計等への公債費充当財源繰出支出  6,743 

他会計等への事務費等充当財源繰出支出 609,311 地方債償還額 371,710 

その他支出 109,967 支出合計 746,680 

支出合計 5,025,610 国県補助金等 19,304 

地方税 1,315,199 貸付金回収額 500 

地方交付税 2,178,701 基金取崩額 0 

国県補助金等 1,302,586 地方債発行額 24,900 

使用料・手数料 49,428 公共資産等売却収入 7,227 

分担金・負担金・寄附金 123,831 その他収入 21,428 

諸収入 61,411 収入合計 73,359 

地方債発行額 430,020 投資・財務的収支額 △673,321 

基金取崩額 0 翌年度繰上充用金増減額 0 

その他収入 235,507 当年度歳計現金増減額 △56,221 

収入合計 5,696,683 期首歳計現金残高 121,365 

経常的収支額 671,073 期末歳計現金残高 65,144 

２．公共資産整備収支の部  

公共資産整備支出 756,540 

公共資産整備補助金等支出 26,435 

他会計等への建設費充当財源繰出支出  0 

支出合計 782,975 

国県補助金等 47,426 

地方債発行額 281,400 

基金取崩額 398,922 

その他収入 1,254 

収入合計 729,002 

公共資産整備収支額 △53,973 

 



 資金収支計算書は 3つの区分に分けられています。 

 経常的なサービスに伴う現金収支である「経常的収支の部」は 671,073千円の余剰と

なっています。 

建設事業費等の固定資産を増加させる活動に伴う現金収支である「公共資産整備収支

の部」は 53,973千円の不足となっています。これは、地方債の発行を伴わない固定資産

整備のための支出（用地取得費・施設の維持補修費）があったためです。公共資産整備

支出は 756,540千円で、25年度と比べて 646,878千円、率にして、約 46％減少しました。 

 基金積立（貯金）や地方債（借金）償還に伴う現金収支である「投資・財務的収支の

部」は 673,321千円の不足となっています。 

 税や地方交付税の余剰で地方債を償還したり、基金を積み立てたりするという資金収

支構造になっています。 

 一般的に、「経常的収支の部」の余剰が少なくなると、道路や公共施設の整備に回せる

お金が少なくなってしまうため、「経常的収支の部」の額がプラスであればあるほど、財

政に弾力性があるということになります。 

 

  



４．野辺地町の財務書類をみる上でのポイントとなる指標 

 

普通会計財務書類に基づく各指標（他団体比較） 

 
単位 野辺地町 

青森県 

六戸町 

青森県 

藤崎町 

青森県 

階上町 

岡山県 

鏡野町 

住民一人当たり 

有形固定資産 
千円 983 1,836 2,070 1,686 4,845 

住民一人当たり 

純経常行政コスト 
千円 377 373 386 333 528 

資産老朽化比率 ％ 59.4 45.4 50.7 48.6 50.1 

行政コスト対 

公共資産比率 
％ 39.0 21.0 19.3 20.3 11.4 

受益者負担比率 ％ 3.5 3.5 3.5 2.9 4.3 

純資産比率 ％ 52.1 75.7 61.4 68.5 72.1 

地方債償還可能 

年数 
年 24.5 4.1 6.3 8.9 3.5 

人口 人 14,086 10,932 15,661 14,183 13,856 

※野辺地町は平成 26年度末、他団体は平成 25年度末の数値。 

 

（比較他団体選定根拠） 

●企業会計的手法により平成 25年度決算を公表していること。 

●青森県の 3団体及び総務省提供の財政比較分析表における類似団体の類型が野辺地町

と同じ「Ⅲ－２」の 1団体。 

 

 

 

  



○住民一人あたり有形固定資産 

住民一人あたり有形固定資産 ＝ 有形固定資産額 ÷ 人口 

 上記の式から算定すると、住民一人あたり有形固定資産は約 983千円となっています。 

前年度は、957千円でした。26年度は公共資産の整備が進んだことになります。これ

は中学校改築事業（外構・グラウンド及び武道場整備）が大きな要因です。 

 野辺地町と同じような規模及び特性の地方公共団体（4団体）の住民一人あたり有形固

定資産は、1,686千円～4,845千円となっているため、比較すると値は小さくなっていま

す。 

過去には公共施設の建設や道路の整備を他団体並みにすすめることができましたが、

最近では新規投資（整備）や設備の更新に力を向ける余力が小さくなっており、減価償

却（物の価値を年々低下させること）が進んだ分、この値が他の団体より少なくなって

いることがわかります。 
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○住民一人あたり純経常行政コスト 

住民一人あたり純経常行政コスト ＝ 純経常行政コスト ÷ 人口 

 住民一人あたりにどれだけの行政サービスが提供されたかを意味する指標です。 

上記の式から算定すると、住民一人あたり純経常行政コストは約 377千円となってい

ます。前年度は、355千円となっておりますので、22千円増加したこととなります。 

 野辺地町と同じような規模及び特性の地方公共団体（4団体）の住民一人あたり純経常

行政コストは、333千円～528千円となっているため、標準的ということがわかります。 

 

○資産老朽化比率 

資産老朽化比率 ＝ 

減価償却累計額 ÷ （有形固定資産 － 土地 ＋ 減価償却累計額） 

 この比率が示すことは、有形固定資産のうち、償却資産の取得価格に対する減価償却

累計額の割合を示すもので、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過してい

るのかを把握することができ、100％に近いほど老朽化が進んでいるということを意味し

ます。 

 上記の式から算定すると、比率は 59.4％となっています。 

 前年度は、58.9％でしたので、昨年度と比較すると施設の老朽化が進んだこととなり 

ます。 

 野辺地町と同じような規模及び特性の地方公共団体（4団体）は 45.4％～50.7％とな

っており、野辺地町はそれに比べ施設の老朽化が進んでいる団体であるということがわ

かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○行政コスト対公共資産比率 

行政コスト対公共資産比率 ＝ 経常行政コスト ÷ 公共資産 × 100 

 この比率は、行政コストの公共資産に対する比率をみることで、公共資産がどれだけ 

効率的に運用されているか把握することができるものです。 

 上記の式から算出すると、比率は 39.0％となります。 

 前年度は、37.7％でしたので、1.3％増加したことになります。 

 野辺地町と同じような規模及び特性の地方公共団体（4団体）は 11.4％～21.0％とな

っているため、比較すると公共資産を活用するためのコストが多くかけられているとい

えます。 

 この理由として考えられることは、施設の老朽化に伴い、自然と施設や施設付随の物

品等が故障し、修繕が必要となってしまうため、その分コストがかかってしまっている

ものと考えられます。 
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○受益者負担比率 

受益者負担比率 ＝ 経常収益額 ÷ 経常行政コスト × 100 

 この比率は、サービスの受益者（住民）が直接的に負担する割合を示す指標です。 

 上記の式から算出すると、3.5％となります。前年度は今年度同様、3.5％でした。 

 野辺地町と同じような規模及び特性の地方公共団体（4団体）は 2.9％～4.3％となっ

ているため、比較すると受益者の負担は同程度ということがわかります。 

 

○純資産比率 

純資産比率 ＝ 純資産総額 ÷ 資産総額 

 資産は、これまでの世代の負担により形成されたもの（純資産）と将来世代の負担と

なるもの（負債）で形成されています。 

この比率が減少すれば現在の世代がこれまでの世代の蓄積を使い、将来世代に負担を

先送りしたということになります。 

 上記の式から算定すると、52.1％となります。 

 前年度は、58.1％となっており、6.0％減少したことになるため、その分、これまでの

世代の蓄積を使ってしまい、将来世代に負担を先送りしたこととなります。 

 これは、公立野辺地病院に対して行った投資について、損失が発生していることが主

な要因です。 

 

 

  



 ○地方債償還可能年数 

地方債償還可能年数＝ 

 地方債残高 ÷ 経常的収支（地方債発行額・基金取崩額を除く） 

 どれだけの債務（借金）があるか、また債務返済能力（借金を返す力）があるかを測

る指標で、経常的に確保できる資金で債務を返済した場合、何年で返済できるかを表し

ます。 

 上記の式から算定すると、24.5年となります。 

 経年比較すると、平成 23年度 15.8年、平成 24年度 32.5年、平成 25年度 13.6年と、

なっており、平成 26年度は大幅に年数が増加したことになります。 

 これは、一部事務組合に対する負担金や借金の返済額が増加したことにより、経常的

に確保できる資金が減少したことが大きな要因となっております。 

 野辺地町と同じような規模及び特性の地方公共団体（4団体）と比較するとその数値は

3.5年～8.9年であるため、野辺地町の債務返済能力はとても低いということがわかりま

す。 

 野辺地町は経常的に確保できる資金が少ないことと地方債の残高が増加していると 

いう 2つの要因により、債務返済能力が低くなってしまっています。 
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５．普通会計、野辺地町全体、連結財務書類の比較 

 普通会計と特別会計を含む野辺地町全体の財務書類や連結すべき各種団体を加えた連

結財務書類を比較し、財政状況をみていきます。 

 

①貸借対照表 

                             単位：千円 

 
普通会計 

Ａ 

野辺地町 

全体 Ｂ 

連結 

Ｃ 
Ｂ/Ａ Ｃ/Ａ 

１．公共資産 14,117,758 17,170,801 19,738,515 1.22 1.40 

 うち有形固定資産 13,842,960 16,896,003 19,463,263 1.22 1.41 

 うち売却可能資産 274,798 274,798 274,798 1.00 1.00 

２．投資等 890,060 777,000 1,363,141 0.87 1.53 

３．流動資産 597,321 960,384 1,307,616 1.61 2.19 

 うち資金 585,827 935,099 1,095,684 1.60 1.87 

４．繰延資産 0 0 0   

資産合計 15,605,139 18,908,185 22,409,272 1.21 1.44 

１．固定負債 7,002,922 9,057,211 10,966,891 1.29 1.57 

 うち地方債 5,509,129 7,133,089 7,857,270 1.29 1.43 

２．流動負債 469,493 590,987 1,171,587 1.26 2.50 

 うち翌年度償還地方債 407,936 519,742 607,930 1.27 1.49 

負債合計 7,472,415 9,648,198 12,138,478 1.29 1.62 

純資産合計 8,132,724 9,259,987 10,270,794 1.14 1.26 

負債・純資産合計 15,605,139 18,908,185 22,409,272 1.21 1.44 

 

 連結でみると、資産合計は普通会計の 1.44倍、負債合計は 1.62倍、純資産合計は 1.26 

倍となっています。 

 普通会計と連結との関係で上がり幅が大きいものを個別に見ると、流動負債が 2.50倍 

ととても高くなっています。この要因の大きなものは公立野辺地病院の一時借入金です。 

 流動資産が 2.19倍となっている大きな要因は、各特別会計の資金分と各一部事務組合

の資金分、公立野辺地病院の未収金などが要因となっています。 

  

 

  



②行政コスト計算書 

                          単位：千円 

  
普通会計 

Ａ 

野辺地町 

全体 Ｂ 

連結 

Ｃ 
Ｂ/Ａ Ｃ/Ａ 

１．人にかかるコスト 932,544 1,058,088 2,531,371 1.13 2.71 

 うち人件費 833,384 946,709 2,122,413 1.14 2.55 

２．物にかかるコスト 1,464,416 1,735,500 3,037,318 1.19 2.07 

 うち物件費 778,936 924,995 1,831,612 1.19 2.35 

３．移転支出的なコスト 3,048,406 5,966,507 6,467,982 1.96 2.12 

 うち社会保障給付 991,787 3,673,030 5,528,123 3.70 5.57 

４．その他のコスト 61,746 131,900 241,565 2.14 3.91 

 うち支払利息 56,237 88,345 108,041 1.57 1.92 

経常行政コスト合計（Ａ） 5,507,112 8,891,995 12,278,236 1.61 2.23 

１．使用料・手数料 53,833 53,833 99,611 1.00 1.85 

２．分担金・負担金・寄付金 140,351 1,318,561 2,161,335 9.39 15.40 

３．保険料 0 732,893 732,893   

４．事業収益 0 248,762 1,408,818   

５．その他 0 28,125 216,248   

経常収益合計（Ｂ） 194,184 2,382,174 4,618,905 12.27 23.79 

純経常行政コスト（Ａ）－（Ｂ） 5,312,928 6,509,821 7,659,331 1.23 1.44 

受益者負担率（Ｂ）÷（Ａ） 3.5% 26.8% 37.6% 7.60 10.67 

 

 連結でみると、どのコストも増加しているが、これは各特別会計や一部事務組合も住

民に対して必要な行政サービスを提供しているため、増加するのは必然的です。 

 上がり幅が大きいものをみると、移転支出的なコストです。これは社会保障給付の増

加が要因ですが、国民健康保険特別会計や青森県後期高齢者広域連合の医療費が大きな

要因です。 

 連結の経常収益が普通会計の 23.79倍となっており、大幅に増加しています。これは、

公営事業会計及び一部事務組合の分担金・負担金・寄附金や保険料、事業収益が連結財

務書類の経常収益に計上されたためです。また、受益者負担率が増加する理由は、国民

健康保険特別会計や介護保険事業特別会計の保険料や水道事業会計の水道料を住民の

方々から徴収しているため、受益者負担率も自然と高くなります。 

 

  



③純資産変動計算書 

                        単位：千円 

  
普通会計 

Ａ 

野辺地町 

全体 Ｂ 

連結 

Ｃ 
Ｂ/Ａ Ｃ/Ａ 

期首純資産残高 10,020,190 11,598,873 11,970,083 1.16 1.19 

当期変動額 △1,887,466 △2,338,886 △1,699,289 1.24 0.90 

 純経常行政コスト △ 5,312,928 △ 6,509,821 △ 7,659,331 1.23 1.44 

 一般財源 3,788,220 3,786,521 3,925,230 1.00 1.04 

 補助金等受入 1,369,316 2,562,784 3,484,268 1.87 2.54 

 臨時損益 △ 1,737,714 △ 1,738,481 △ 3,948 1.00 0.00 

 出資の受入・新規設立 0 0 △ 61,727   

 資産評価替えによる変動額 5,632 5,632 5,421 1.00 0.96 

 無償受贈資産受入 8 8 8 1.00 1.00 

 その他 0 △ 445,529 △ 1,389,210   

期末純資産残高 8,132,724 9,259,987 10,270,794 1.14 1.26 

 

 普通会計、野辺地町全体、連結すべてにおいて、純資産額は増加となっております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



④資金収支計算書 

 

                          単位：千円 

  普通会計 野辺地町全体 連結 

  671,073 816,852 1,001,147 

人件費 1,065,242 1,190,786 2,563,684 

物件費 778,936 918,247 1,808,799 

社会保障給付 991,787 3,673,030 5,528,123 

補助金等 1,414,130 2,267,042 932,939 

支払利息 56,237 88,345 108,041 

その他支出 719,278 139,418 328,989 

支出合計 5,025,610 8,276,868 11,270,575 

地方税 1,315,199 1,315,199 1,315,199 

地方交付税 2,178,701 2,178,701 2,178,701 

国県補助金等 1,302,586 2,496,054 3,398,209 

使用料・手数料 49,428 49,428 95,206 

分担金・負担金・寄付金 123,831 1,302,041 2,145,258 

保険料 0 732,819 732,819 

事業収入 0 252,873 1,428,433 

諸収入 61,411 74,311 235,228 

地方債発行額 430,020 430,020 430,020 

基金取崩額 0 28,465 74,713 

その他収入 235,507 233,809 237,936 

収入合計 5,696,683 9,093,720 12,271,722 

 
△ 53,973 △ 70,355 △ 180,303 

 公共資産整備支出 756,540 787,684 787,684 

その他支出 26,435 26,435 176,796 

支出合計 782,975 814,119 964,480 

国県補助金等 47,426 47,426 48,686 

地方債発行額 281,400 296,162 327,714 

基金取崩額 398,922 398,922 399,933 

その他収入 1,254 1,254 7,844 

収入合計 729,002 743,764 784,177 

１．経常的収支の部（Ａ） 

２．公共資産整備収支の部（Ｂ） 



 △ 583,270 △ 686,157 △ 842,144 

 投資及び出資金 161,513 161,513 60,687 

貸付金 500 500 2,179 

基金積立額 116,163 116,187 189,197 

定額運用基金への繰

出支出 
0 0 0 

地方債償還額 371,710 493,354 578,179 

その他支出 6,743 0 83,908 

支出合計 656,629 771,554 914,150 

国県補助金等 19,304 19,304 38,633 

貸付金回収額 500 500 500 

基金取崩額 0 0 0 

地方債発行額 24,900 36,938 36,938 

公共資産等売却収入 7,227 7,227 23,496 

その他収入 21,428 21,428 43,191 

収入合計 73,359 85,397 142,758 

翌年度繰上充用金増減額（Ｄ） 0 0 0 

当年度歳計現金増減額（Ｅ） 

＝（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）+（Ｄ） 
33,830 60,340 49,452 

期首資金残高（Ｆ） 551,997 874,759 1,046,694 

経費負担割合変更に伴う差額

（Ｇ） 
0 0 △ 462 

期末資金残高（Ｆ）+（Ｅ）+（Ｇ） 585,827 935,099 1,095,684 

 

 資金収支計算書の連単比較では、期首資金残高が約 1.9倍、期末資金残高が約 1.87倍

となっています。これは連結を構成する各会計、団体を総合的に見ると、一年を通じて

安定した資金収支を行ってきた結果といえます。 

  

３．投資・財務的収支の部（Ｃ） 



６．まとめ 

 

 前年度と比較すると、町税、地方交付税はほぼ横ばいであります。経常行政コストに

ついては前年度を約 300,000千円上回っております。これは、消防救急無線をデジタル

化することに伴う北部上北広域事務組合に対する補助費等の増が主な要因です。 

純資産については前年度より減少しております。これは、公立野辺地病院に対しての

投資にて損失が生じていることによる影響です。この影響で 1,726,514千円、純資産額

が減少しております。 

また、「地方債償還可能年数」については、前年度と比較すると、大幅に増加しました。 

これは、経常的に確保できる資金は前年度並みでしたが、野辺地中学校改築事業等の

各種ハード事業を実施したことにより地方債残高が増加したため、数値も大幅に増加し

た形となりました。 

さらに、「資産老朽化比率」も他類似団体と比較すると高く、当該比率は今後も、上昇 

していくと思われます。 

今後、さらに老朽化を続ける各施設の改修及び整備と将来の世代への負担をどう調整

していくのかが今後検討していかなければならないことです。 

また、昨今、人口減少、少子高齢化が進んでおります。そのような状況の中で、若い

方々に定住していただくためにも、野辺地町をより魅力的な町にしていかなければなり

ません。 

「野辺地町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を中心に各種施策を展開し、野辺地町

の今後のあり方を長期的な視点でとらえ、適切な財政運営に臨んでいく必要があります。 

 

 


